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し
た
公
正
証
書
に
し
て
お
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

　

県
内
の
公
証
人
役
場
は
次
の
と

お
り
で
す
。気
軽
に
連
絡
く
だ
さ

い
。
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宮
城
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全

㊐

◉

☎

㊊
◉

☎

㊏

◉

☎ 0220（52）2670

㊐

◉

☎

㊐

◉

❶
❷

☎

㊎

◉

☎

㊐

◉

☎

㊌

㊐

◉

☎

室☎
０
２
２（
２
９
９
）８
８
４
１ 

　

本
市
に
転
入
し
、民
間
住
宅
な

ど
を
賃
借
し
た
夫
婦
で
、次
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。❶

補
助
金
の
交
付
開
始

月
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
２
年
以
内

て
の
労
働
者（
臨
時
、パ
ー
ト
、ア
ル

バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
）に
適
用
さ
れ

る
最
低
賃
金
が
、次
の
通
り
改
正

さ
れ
ま
す
。７

９
８
円

10
月
１
日（
月
）

※
次
に
掲
げ
る
賃
金
は
、最
低
賃

金
の
計
算
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼
精
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手
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手
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家
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手
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▼
賞
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▼
時
間
外
、休

日
、深
夜
手
当

宮
城
労
働
局
賃
金

　　　

秋
色
に
染
ま
っ
た
自
然
を
、は

ん
と
く
苑
利
用
者
と
一
緒
に
走
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。コ
ー
ス
は
４
・
６

㌔
、３
㌔
、１
・
５
㌔
、散
策
コ
ー
ス

の
４
コ
ー
ス
で
す
。伴
走
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
希
望
の
場
合
は
事
前
に

連
絡
い
た
だ
く
か
、当
日
受
け
付

け
に
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
雨
天
時
は
中
止
に
な
り
ま
す
。

10
月
21
日（
日
）

は
ん
と
く
苑

午
前
10
時
〜
午
後
１
時

は
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と
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担
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＝
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10
月
１
〜
７
日
は「
公
証
週
間
」

で
す
。

　

人
の
権
利
・
義
務
を
明
確
に
し
、

争
い
を
未
然
に
防
止
す
る
の
が
公

証
制
度
で
す
。遺
言
、任
意
後
見
、

離
婚（
養
育
費
や
慰
謝
料
な
ど
）や

金
銭
・
土
地
建
物
の
貸
借
、不
動

産
の
売
買
な
ど
の
大
切
な
契
約

は
、法
務
大
臣
が
任
命
し
た
法
律

の
専
門
家
で
あ
る
公
証
人
が
作
成

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

に
本
市
に
転
入
し
、ア
パ
ー
ト
な

ど
民
間
住
宅
を
賃
借
し
た
夫
婦

で
、ど
ち
ら
か
一
人
が
40
歳
未
満

（
年
齢
は
転
入
日
時
点
の
年
齢
、平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
転
入
し

た
人
は
平
成
28
年
４
月
１
日
時
点

の
年
齢
）❷
市
税
な
ど
の
滞
納
が

な
い
こ
と

民
間
住
宅（
公
的
賃

貸
住
宅
、官
舎
、社
宅
、社
員
寮
は

対
象
外
）の
家
賃
か
ら
、住
宅
手
当

相
当
額
を
控
除
し
た
家
賃
の
２
分

の
１（
月
額
１
万
５
千
円
が
限
度
）

※
平
成
30
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で

の
家
賃
支
払
実
績
に
基
づ
き
、補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

10
月
１
日（
月
）

〜
31
日（
水
）

※
申
請
の
方
法
な
ど
、詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

企
画
部
企
画
政
策

課（
移
住
・
定
住
促
進
係
）

移
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・
定
住
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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※
移
住
・
定
住
支
援
策
の
詳
し
い

情
報
は
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

Ｔ
Ｄ
Ｋ
の
ス
チ
ー
ム
式
加
湿
器

に
つ
い
て
、発
煙
・
発
火
の
恐
れ
が

あ
る
機
種
を
回
収
し
て
い
ま
す
。

次
の
機
種
を
持
っ
て
い
る
人
は
Ｔ

Ｄ
Ｋ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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日
本
年
金
機
構
が
住
民
基
本
台

帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
情
報
を
基
に

年
金
受
給
権
者
の
氏
名
を
変
更
す

る
こ
と
に
よ
り
、本
年
３
月
５
日

か
ら
、年
金
受
給
権
者
の
氏
名
変

更
の
届
け
出
が
原
則
不
要
に
な
り

ま
し
た
。

　

年
金
受
給
権
者
が
氏
名
を
変
更

し
た
と
き
は
、年
金
証
書
の
交
換
、

年
金
振
込
先
金
融
機
関
の
口
座
名

義
変
更
手
続
き
を
案
内
す
る「
氏

名
変
更
の
お
知
ら
せ
」が
、日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。お

知
ら
せ
が
届
い
た
ら
、書
か
れ
て

い
る
必
要
な
手
続
き
を
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、年
金
事
務
所
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
日
本
年
金
機
構
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
未
収
録
に
な
っ
て
い
る
人

や
、海
外
居
住
な
ど
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
人

は
、引
き
続
き
氏
名
変
更
の
届
出

が
必
要
で
す
。

※
日
本
年
金
機
構
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
収
録
状
況
は「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」か
ら
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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▼
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保
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金
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年
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係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

午
前
９
時
〜
午
後
７

時

Ｔ
Ｄ
Ｋ（
加
湿
器

お
客
様
係
）

☎
０
１
２
０（
６
０
４
）７
７
７

　

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

下田中53番地8


